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　県原水協主催の「原水爆禁止2023年世界大会・参加者
報告会」が、9月9日（土）の午後、みと文化交流プラザで
開催されました。本県からは、若者を派遣しようと幅広くカ
ンパを呼びかけ、学生の加藤銀河さん（23歳）など14人が
参加。募金は130万円余集まりました。加藤さんは「茨城
県参加報告集」の中で、「現地の宿や往復の交通手段を
確保し、そして多くの方々からカンパを頂いて、14名で参加
することができました。支援してくださった方々には本当に
感謝申し上げます」と述べています。以下、３人の方の報告
（長崎大会参加）を簡単にまとめました。
　高橋誠一郎さん（28歳）は、「ロシアのウクライナ侵略
を受け、平和とは何だろうか、と思いを巡らせた一年だっ
た。非核三原則に関する世論調査は、80％が、三原則は
現実的だと回答している。核抑止論の破綻の下で、世界大
会が開かれた。広島、長崎市長も核抑止論の破綻につい
て言及していた。被爆者の田中てる巳さん（91歳）は、原
爆投下によって小学校が火葬場になり、街は２週間、死の
においが漂った。核兵器をなくす先頭に立てるのは日本国
民で、日本政府でなければならない、と訴えた。世界大会
での経験を一人でも多くの人に伝えたい」。
　千葉達雄さん（41歳）は、「一人でも多くの青年や学生
に、原水爆禁止世界大会に参加してもらいたい、と考えて
準備を進めた。茨城県からまとまった人数の参加は久しぶ
り。“必ず青年を長崎に送り出す”という目標を持ち続けた
結果だと思います。閉会総会では、マレーシア政府代表
（ビデオメッセージ）が、草の根での運動が政策決定の大

きな力になる、と発言。私たちが国際政治の一員として役
割を発揮している、と実感した。来年のメイン会場は広島
になる。一人でも多くの青年や学生に、世界の本当の流れ
を実感してもらいたい」。
　小野幸加さん（58歳）は、「“核兵器禁止条約への日本
の参加”というタイトルにとても関心を持ち、分科会に参加
した。冨田宏治氏の講演を聞き、恐怖のない世の中が大事
である事、脅し、脅される関係はあってはならない、という
日本国憲法の意味を改めて実感出来た。目には目を、とい
う考え方は全く通用しない、ということだ。抑止力とは何
か。表面上の政府の発言に惑わされないように考えること
が重要であると、感じた」。
　感想文の中に、お母さんと参加した中学生男子（12歳）
が「核兵器は、必要ない。今ある核兵器は、宇宙ですべて
爆発させてもうつくらない。宇宙まで行って、爆発させるの
は核兵器を持っている国の総理大臣と、悪い政治をやっ
ている人がやればいい」などと話したことが載っています。
　わたし（篠原）も、初めて
原水爆禁止世界大会に参加
したのは長崎大会。高校２年
生の夏、父に背中を押され、
夜行列車で関門トンネルを抜
け九州に入りました。団長の
大和田正輝さんや茨大生と
民宿に連泊。平和な社会を考
える原点になりました。

世界大会での経験を一人でも多くの人に伝えたい

国民の保護は、軍隊の仕事ではない
　茨城県弁護士会が主催した「いま、憲法9条について考え
る」と題した講演会が９月1６日（土）の午後、つくば国際会議
場においておこなわれました。蟻川恒正日本大学法科大学院
教授（1964年生まれ）がお話しをされました。第９条の解釈に
ついて興味深い説明がありましたので概要をご報告します。
　「ポメリウム」とは境界線のこと。その内側に軍隊は入って
はならない。「ウクライナ戦争」に際して、９条をめぐる論調が
変わった。ウクライナのように突然ロシアに攻められたらどう
する。「ウクライナ戦争」を、これ幸いとして、昨年12月16日－
「安保３文書」を改訂し、敵基地攻撃能力の保有が出て来
た。麻生の言葉を借りれば、「安倍だったら警戒されたが、岸

田の顔で警戒が解かれた」。しかし、「安保３文書」の記者会
でも、９条との関係で許される、ということを正面から認める
にはいたっていない。敵基地攻撃能力は、合憲だと言ってい
ない。憲法、その他の法律、国際法との関係で許されると言っ
ている。９条には具体的に言及しない。不言及。これは一筋
縄ではいかないやり方。９条があるのに、敵基地攻撃能力を
使っていいのか、それを問題化しないようにしている。
　９条をどう守るか。その前提として改めて「第９条とは何
か」について考えてみたい。９条１項は、戦争放棄。「戦争」は
国家の固有の権能－なくすべきものとは考えてこなかったが、
はじめて侵略戦争を放棄したのは、フランス革命の中で1791

《報告：篠原 睦・県平和委員会事務局長》

「いま、憲法９条について考える」
茨城県弁護士会講演会報告
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　安保法制＝戦争法の強行採決から８年目となった９月
19日（火）、「戦争法の廃止を求める茨城県民連絡会」は
水戸駅南口において街頭宣伝をおこないました。夕方５時
から始まったスタンディングには15人が参加し、６人がス
ピーチのバトンをつなぎました。大軍拡・大増税Ｎ０！連絡
会作成の「防衛費倍増　あなたはどう思いますか？」新作
チラシを退勤者や下校する高校生などに配布しました。
■「弾薬庫４道県整備へ」記事に不足しているもの
　19日の茨城新聞は「弾薬庫４道県整備へ」が一面記
事。北海道（上富良野町など６か所）、宮崎県（えびの
市）、鹿児島県（瀬戸内町）、沖縄県（沖縄市）にある陸上
自衛隊基地内に弾薬庫を整備するという内容です。弾薬
庫は全国に約1,400棟あり、32年度までに約130棟を増設
するというもの。「長射程ミサイルなどの保管先をふやし、
戦闘継続能力（継戦能力）を強化する狙い」があると指摘
します。憲法９条は、「武力による威嚇」「武力の行使」は
「放棄する」と規定していますが、明らかに「長射程ミサイ
ル」配備と「戦闘継続能力」の強化は「戦争準備」であり、
憲法違反と解説しなければならいのではないでしょうか。
　また「23年度は青森、大分両県に各２棟ずつ整備を始
めた」と報告していますが、両県の住民が大型弾薬庫建設
反対運動に立ち上がったことは紹介されていません。「戦
争か平和」かの岐路に立っていることが読者には分かりに

くくなっています。
戦 争 法 の 成 立 以
降、急速に「軍事大
国」をすすめている
岸田内閣の実態と
危険性が見えなく
なっており、国民が
危機感を持つきっかけが失われていると思われます。
■熱心に聞いていた女性がチラシを受け取る
　岸田文雄首相がおこなった内閣「改造」は、旧統一教会
とズブズブだった大臣を継続任用し、政治資金の問題で
辞任した女性を党選挙対策委員長に抜擢するなど反省が
ありません。若者にとって気候危機と戦場に送られる時代
が来るかもしれないという２つの問題もあります。台湾・イ
ンドネシア・グアム・スペインの４カ国を見聞してきました
が、いずれの国民も人生を楽しみ、戦争は欲していないな
ど、水戸駅の利用者に訴えました。
　街頭演説を閉じた午後６時ごろには、水戸駅南口にあ
るＣＯＭＢＯＸビル近くにか細い三日月が光っていました。
熱心に聞いていた40代の女性は、最後のスピーカーになっ
た元県議の大内久美子さんのお話が終わると、大内さんの
ところに来て、「あなたはどう思いますか？」チラシを受け
取って行きました。

夕暮れの水戸駅南口で街頭宣伝！６人がスピーチに参加

年に制定された「フランス憲法」。次に1928年に国際条約と
なった「パリ不戦条約」、そし「国連憲章」になる。１項は「自
衛戦争も放棄した」と解釈できる。「自衛戦争」を許したら、
自衛の名の下に「戦争」を許してしまう。９条１項は、他国民を
脅かす武力を禁止する、他国を攻めてはいけないという強い
規範になっている。
　９条２項の前段の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない」－「戦力不保持」は極めて特異な規範と言われてお
り、（1791年のフランス憲法のように）明らかな系譜をたどる
ことは出来ない。しかし、わたしは「ポメリウム（古代ローマ）」
「権利請願（英国1648年）」「合衆国憲法修正３条（米国
1791年）」を通して「戦力不保持」について考えてきた。
　「ポメリウム」とは、古代ローマにおいて、境界線を意味して
いる。境界の中が「ローマ」であり「聖なる空間」（宗教的・政
治的）と考えられており、その外では絶えず戦争がおこなわれて
いた。侵略戦争に勝利した将軍が凱旋した際、将軍は「ポメリウ
ム」の外で軍服から平服に着替え、軍隊を「ポメリウム」の中に
入れることは出来なかった。「ポメリウム」の中に軍隊が入った
ら、政治が侵されてしまう、混乱するという思想を持っていた。
ところがカエサル（紀元前100年７月生まれ～前44年３月暗殺される）

は、ガリア（現在のフランス、ベルギーなど広範囲な地域）を征服し、

凱旋将軍として武装したまま「ローマ」に帰還した。そのため
に「ローマ」は内戦となり、カエサルは部下のブルータスに暗
殺された。古代ローマは共和制から帝政（独裁）へと時代が
変わる。「国内の秩序守るために軍隊をもってはいけない」と
いう水脈が、第９条２項につながっている、と考えている。
　「権利請願」（1628年）では、「議会の同意なしに税を
取ってはならない」「住民は兵士を宿営させられない」「兵士
たちが、民家に勝手に宿泊している。それはいけない」など当
時の英国王に約束させた。「合衆国憲法修正３条」は「平時
においては、断りなしに兵士を宿営させてはならない。戦時に
おいても同様とする」とある。つまり「家が大事だ」「家が守ら
れる」のは、自国民を脅かす存在が軍隊⇒自国民を脅かす武
力を禁止⇒国家の中に軍隊を置かない、ということになる。
　このように第９条１項と２項は、異なる理論から成るが、日本
国憲法は同時に持つことになった。歴史的にははじめてのこと
であり、極めて貴重だ。今後の人類を左右するほど９条の今日
的意味は大きい。１項は「他国民を脅かさない」（戦争放棄）、
２項は「自国民を脅かさない」（軍隊不保持）という規範だ。
　レジュメの「跋（ばつ）」（後書き）に「軍隊は国民を守る
か」とあります。「軍隊の目的は、戦争の勝利。国民の保護
は軍隊の仕事ではない」と言う事です。

「戦争法」強行採決から８年


